
 ○司法書士行為規範 

司法書士の使命は、国民の権利を擁護し、もって自由かつ公正な社会の形成に寄与するこ

とにある。 

その使命を自覚し、自らの行動を規律する規範を明らかにするため、司法書士行為規範を

制定する。 

我々は、これを実践し、社会の信頼と期待に応えることをここに宣言する。 

 

第１章 基本倫理 

（使命の自覚） 

第１条 司法書士は、使命を自覚し、その達成に努める。 

（基本姿勢） 

第２条 司法書士は、その職責を自覚し、自由かつ独立の立場を保持して、司法書士として

の良心に従い行動する。 

（信義誠実） 

第３条 司法書士は、信義に基づき、公正かつ誠実に職務を行う。 

（品位の保持） 

第４条 司法書士は、常に、人格の陶冶を図り、教養を高め、司法書士としての品位を保持

する。 

（法令等の精通） 

第５条 司法書士は、法令及び実務に精通する。 

（資質の向上）  

第６条 司法書士は、自ら研鑚するとともに、その所属する司法書士会及び日本司法書士会

連合会（以下「司法書士会等」という。）が実施する研修に参加し、資質の向上に努める。 

（自治の維持及び発展） 

第７条 司法書士は、司法書士自治の維持及び発展に努める。 

（法制度への寄与） 

第８条 司法書士は、法制度が国民に信頼され、国民が利用しやすいものとなるようにその

改善及び発展に寄与する。 

（公益的活動） 

第９条 司法書士は、その使命にふさわしい公益的な活動に取り組み、実践するように努め

る。 

第２章 一般的な規律 

（意思の尊重） 

第１０条 司法書士は、依頼者の意思を尊重し、依頼の趣旨に沿って、その業務を行わなけ

ればならない。 

２ 司法書士は、意思の表明に困難を抱える依頼者に対して、適切な方法を用いて意思の表



明を支援するように努めなければならない。 

（秘密保持等の義務） 

第１１条 司法書士は、業務上知り得た秘密を保持しなければならず、又は利用してはなら

ない。司法書士でなくなった後も同様とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、その必要の限度において、秘密を開示す

ることができる。 

(1) 本人の承諾がある場合 

(2) 法令に基づく場合 

(3) 司法書士が自己の権利を防御する必要がある場合 

(4) 前３号に掲げる場合のほか、正当な事由がある場合 

（不当誘致等） 

第１２条 司法書士は、不当な方法によって事件の依頼を誘致し、又は事件を誘発しては 

ならない。 

２ 司法書士は、依頼者の紹介を受けたことについて、いかなる名目によるかを問わず、そ

の対価を支払ってはならない。 

３ 司法書士は、依頼者の紹介をしたことについて、いかなる名目によるかを問わず、その

対価を受け取ってはならない。 

（非司法書士との提携禁止等） 

第１３条 司法書士は、司法書士法その他の法令の規定に違反して業務を行う者と提携し

て業務を行ってはならず、またこれらの者から事件のあっせんを受けてはならない。 

２ 司法書士は、第三者に自己の名義で司法書士業務を行わせてはならない。 

３ 司法書士は、正当な事由がある場合を除き、その業務に関する報酬を司法書士又は司法

書士法人でない者との間で分配してはならない。 

（違法行為の助長等） 

第１４条 司法書士は、違法若しくは不正な行為を助長し、又はこれらの行為を利用しては

ならない。 

（品位を損なう事業への関与） 

第１５条 司法書士は、品位を損なう事業を営み、若しくはこれに加わり、又はこれに自己

の名義を使用させてはならない。 

（相手方等からの利益授受等） 

第１６条 司法書士は、取り扱っている事件に関し、相手方又は相手方代理人等から利益の

供与若しくは供応を受け、又はこれを要求し、若しくはその約束をしてはならない。 

２ 司法書士は、取り扱っている事件に関し、相手方又は相手方代理人等に対し、利益の供

与若しくは供応をし、又はその約束をしてはならない。 

（広告又は宣伝） 

第１７条 司法書士は、虚偽の事実を含み、又は誤認を生じさせるおそれがある広告又は宣



伝をしてはならない。 

２ 司法書士は、品位又は信用を損なうおそれがある広告又は宣伝をしてはならない。 

（記録の作成等） 

第１８条 司法書士は、受任した事件の概要、金品の授受に関する事項その他重要と考えら

れる事項に関する記録を作成し、保管しなければならない。 

２ 司法書士は、前項の記録を保管するに際しては、業務上知り得た秘密及びプライバシー

に関する情報が漏洩しないように注意しなければならない。廃棄するに際しても同様と

する。 

（補助者に対する指導及び監督） 

第１９条 司法書士は、常に、補助者の指導及び監督を行わなければならない。 

２ 司法書士は、補助者をしてその業務を包括的に処理させてはならない。 

３ 司法書士は、補助者に対し、その者が業務上知り得た秘密を漏洩し、又は利用しないよ

うに指導及び監督しなければならない。 

第３章 依頼者との関係における規律 

（依頼の趣旨の実現） 

第２０条 司法書士は、依頼の趣旨を実現するために、的確な法律判断に基づいて業務を行

わなければならない。 

（受任の際の説明） 

第２１条 司法書士は、事件を受任するにあたり、その処理の方法その他依頼の趣旨を実現

するために必要な事項について説明しなければならない。 

（報酬の明示） 

第２２条 司法書士は、事件を受任するにあたり、報酬及び費用の金額又はその算定方法を

明示し、かつ、十分に説明しなければならない。 

２ 司法書士は、その報酬については、依頼者の受ける経済的利益、事案の難易、その処理

に要した時間及び労力その他の個別具体的事情に照らして、適正かつ妥当なものとしな

ければならない。 

（契約書の作成） 

第２３条 司法書士は、事件を受任するにあたり、依頼の趣旨並びに報酬及び費用に関する

事項を記載した契約書を作成するように努めなければならない。 

（事件の処理） 

第２４条 司法書士は、事件を受任した場合には、速やかに着手し、遅滞なく処理しなけれ

ばならない。 

２ 司法書士は、依頼者に対し、事件の経過及び重要な事項を必要に応じて報告し、事件が

終了したときは、その経過及び結果を遅滞なく報告しなければならない。 

（公正を保ち得ない事件） 

第２５条 司法書士は、業務の公正を保ち得ない事由がある事件については、業務を行って



はならない。 

（公務等との関係） 

第２６条 司法書士は、公務員又は法令により公務に従事する者として取り扱った事件に

ついては、業務を行ってはならない。 

２ 司法書士は、仲裁人として取り扱った事件又は裁判外紛争解決手続において手続実施

者その他これに準ずる者として関与した事件については、業務を行ってはならない。 

（公正を保ち得ないおそれ） 

第２７条 司法書士は、業務の公正を保ち得ない事由が発生するおそれがある場合には、事

件を受任するにあたり、依頼者に対し、その事由の内容及び辞任の可能性があることにつ

いて説明しなければならない。 

（不正の疑いがある事件） 

第２８条 司法書士は、依頼の目的又はその手段若しくは方法に不正の疑いがある場合に

おいて、合理的な方法により調査を行ってもなおその疑いが払拭できないときは、その事

件を受任してはならない。 

（特別関係の告知） 

第２９条 司法書士は、事件の受任に際して、依頼者の相手方と特別の関係があるために、

依頼者との信頼関係に影響を及ぼすおそれがあるときは、依頼者に対しその事情を告げ

なければならない。 

（受任後の措置） 

第３０条 司法書士は、事件を受任した後に前５条に該当する事由があることを知ったと

きは、依頼者に対し速やかにその事情を告げ、事案に応じた適切な措置をとらなければな

らない。 

（利益相反の顕在化） 

第３１条 司法書士は、同一の事件で依頼者が複数ある場合において、その相互間に利益相

反が生じたときは、各依頼者に対してその旨を告げ、事案に応じた適切な措置をとらなけ

ればならない。 

（他の司法書士の参加） 

第３２条 司法書士は、受任している事件について、依頼者が他の司法書士又は司法書士法

人に、相談又は依頼をしようとするときは、正当な理由なくこれを妨げてはならない。 

（受任司法書士間の意見の不一致） 

第３３条 司法書士は、同一の事件を受任している他の司法書士又は司法書士法人がある

場合において、その処理に関して意見の不一致により依頼者に不利益を及ぼすおそれが

あるときは、依頼者に対しその事情を説明しなければならない。 

（依頼者との信頼関係の喪失） 

第３４条 司法書士は、受任している事件に関し、依頼者との信頼関係が失われ、かつ、そ

の回復が困難である場合には、辞任する等適切な措置をとらなければならない。 



（預り書類等の管理） 

第３５条 司法書士は、受任している事件に関し、依頼者から預かった書類等を、善良な管

理者の注意をもって管理しなければならない。 

（預り金の管理等） 

第３６条 司法書士は、受任している事件に関し、依頼者から又は依頼者のために金員を受

領した場合には、自己の金員と区別し、預り金であることを明確にして管理しなければな

らない。 

２ 司法書士は、受任している事件に関し、依頼者のために金品を受領した場合には、速や

かにその事実を依頼者に報告しなければならない。 

（受任の継続不能） 

第３７条 司法書士は、受任している事件の処理を継続することができなくなった場合に

は、依頼者が損害を被ることがないように、事案に応じた適切な措置をとらなければなら

ない。 

（係争目的物の譲受け） 

第３８条 司法書士は、係争事件の目的物を譲り受けてはならない。 

（依頼者との金銭貸借等） 

第３９条 司法書士は、特別の事情がない限り、依頼者と金銭の貸借をし、又は自己の債務

について保証をさせ、若しくは依頼者の債務について保証をしてはならない。 

（賠償保険） 

第４０条 司法書士は、依頼者を保護するために、業務上の責任について賠償責任保険に加

入するように努めなければならない。 

（事件の終了後の措置） 

第４１条 司法書士は、受任した事件が終了したときは、遅滞なく、金銭の精算、物品の引

渡し及び預かった書類等の返還をしなければならない。 

（依頼者との紛議等） 

第４２条 司法書士は、依頼者との信頼関係を保持し紛議が生じないように努め、紛議が生

じた場合には、協議により円満に解決するように努めなければならない。 

第４章 不動産登記業務に関する規律 

（基本姿勢） 

第４３条 司法書士は、不動産登記業務を行うにあたり、登記の原因となる事実又は法律行

為について調査及び確認をすることにより登記の真正を担保し、もって紛争の発生を予

防する。 

（実体上の権利関係の把握等） 

第４４条 司法書士は、不動産登記業務を受任した場合には、依頼者及びその代理人等が本

人であること及びその意思の確認並びに目的物の確認等を通じて、実体上の権利関係を

的確に把握しなければならない。 



２ 司法書士は、前項の確認を行った旨の記録を作成し、保管しなければならない。 

（公平の確保） 

第４５条 司法書士は、不動産登記業務を受任した場合には、当事者間の情報の質及び量の

格差に配慮するなどして、当事者間の公平を確保するように努めなければならない。 

（登記手続の中止又は登記申請の取下げ） 

第４６条 司法書士は、当事者の一部から、不動産登記手続の中止又は不動産登記申請の取

下げの申出を受けた場合においては、他の当事者の利益が害されることのないように当

事者全員の意思を確認し、適切な措置をとらなければならない。 

（補助者による立会の禁止） 

第４７条 司法書士は、不動産取引における立会を、補助者に行わせてはならない。 

（複数の代理人が関与する登記手続） 

第４８条 司法書士は、複数の代理人が関与する不動産登記業務を受任した場合には、依頼

者の依頼の趣旨を実現するために必要な範囲において他の代理人と連携するように努め

なければならない。 

第５章 商業・法人登記業務に関する規律 

（基本姿勢） 

第４９条 司法書士は、商業・法人登記業務を行うにあたり、登記原因及び添付書面等の調

査及び確認をすることにより真正な登記の実現に努め、もって取引の安全と商業・法人登

記制度の信頼の確保に寄与する。 

（実体関係の把握） 

第５０条 司法書士は、商業・法人登記業務を受任した場合には、会社若しくは法人の代表

者又はこれに代わり依頼の任に当たっている者（以下「代表者等」という。）が本人であ

ること、依頼の内容及び意思の確認をするとともに、議事録等の関係書類の確認をするな

どして、実体関係を把握するように努めなければならない。 

２ 司法書士は、議事録等の書類作成を受任した場合には、代表者等にその事実及び経過等

を確認して作成しなければならない。 

（法令遵守の助言） 

第５１条 司法書士は、商業・法人登記業務を受任し、又はその相談に応じる場合には、会

社及び法人の社会的責任の重要性を踏まえ、依頼者に対して、法令を遵守するように助言

しなければならない。 

第６章 供託業務に関する規律 

（基本姿勢） 

第５２条 司法書士は、供託業務を行うにあたり、実体上の権利関係を的確に把握し、登記

手続、裁判手続その他の関連する手続を踏まえて供託の目的を達成させる。 

（供託が関係する相談） 

第５３条 司法書士は、供託が関係する相談に応じる場合には、相談者が置かれている状況



を的確に把握したうえで、供託手続の役割、内容及び方法について説明及び助言をしなけ

ればならない。 

第７章 裁判業務等に関する規律 

（基本姿勢） 

第５４条 司法書士は、裁判の公正及び適正手続の実現に寄与する。 

 (紛争解決における司法書士の役割） 

第５５条 司法書士は、依頼者が抱える紛争について、正確な知識及び情報を提供し、最善

の方法をもって業務を遂行することにより、依頼者の正当な権利の擁護及びその利益の

実現に努めなければならない。 

（裁判書類作成関係業務） 

第５６条 司法書士は、裁判書類作成関係業務を受任した場合には、依頼者との意思の疎通

を十分に図り、事案の全容を把握するように努め、依頼者にその解決方法を説明するなど

して、依頼者自らが訴訟等を追行できるように支援しなければならない。 

（簡裁訴訟代理等関係業務） 

第５７条 司法書士は、簡裁訴訟代理等関係業務を受任した場合には、代理人としての責務

に基づき、依頼者の自己決定権を尊重して、業務を行わなければならない。 

（業務を行い得ない事件） 

第５８条 司法書士は、裁判業務（裁判書類作成関係業務及び簡裁訴訟代理等関係業務をい

う。以下同じ。）に係る次の事件については、裁判業務を行ってはならない。ただし、第

４号に掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りで

ない。 

(1) 相手方の依頼を受けて行った事件又は相手方から受任している事件 

(2) 相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件 

(3) 相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認め

られるもの 

(4) 受任している事件の相手方からの依頼による他の事件 

(5) 受任している事件の依頼者を相手方とする他の事件 

(6) その他受任している事件の依頼者と利益相反する事件 

２ 司法書士は、かつて司法書士法人の社員等（社員又は使用人司法書士をいう。以下同じ。）

であった場合は、裁判業務に係る次の事件（自ら関与したものに限る。）については、裁

判業務を行ってはならない。 

(1) 社員等として業務に従事していた期間内に、当該司法書士法人が相手方の依頼を受

けて行った事件 

(2) 社員等として業務に従事していた期間内に、当該司法書士法人が相手方の協議を受

けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件 

(3) 社員等として業務に従事していた期間内に、当該司法書士法人が相手方の協議を受



けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの 

（受任の諾否の通知） 

第５９条 司法書士は、簡裁訴訟代理等関係業務の依頼に対し、その諾否を速やかに通知し

なければならない。 

（法律扶助制度等の教示） 

第６０条 司法書士は、依頼者に対し、事案に応じて法律扶助制度又は訴訟救助制度を教示

するなどして、依頼者の裁判を受ける権利が実現されるように努めなければならない。 

（見込みがない事件の受任の禁止） 

第６１条 司法書士は、依頼者が期待するような結果を得る見込みがないことが明らかで

あるのに、あたかもその見込みがあるかのように装って事件を誘発し、受任してはならな

い。 

（有利な結果の請け合い等の禁止） 

第６２条 司法書士は、受任した事件について、依頼者に有利な結果を請け合い、又は保証

してはならない。 

（偽証等のそそのかし等） 

第６３条 司法書士は、偽証又は虚偽の陳述をそそのかしてはならない。 

２ 司法書士は、虚偽と知りながらその証拠を提出し、又は提出させてはならない。 

（裁判手続の遅延） 

第６４条 司法書士は、不当な目的のために又は職務上の怠慢により、裁判手続を遅延させ

てはならない。 

（相手方本人との直接交渉等） 

第６５条 司法書士は、受任している事件に関し、相手方に法令上の資格がある代理人がい

る場合は、特別の事情がない限り、その代理人の了承を得ないで相手方本人と直接交渉し

てはならない。 

２ 司法書士は、受任している事件に関し、相手方に法令上の資格がある代理人がいない場

合において、相手方が代理人の役割について誤解しているときは、その誤解に乗じて相手

方を不当に不利益に陥れてはならない。 

第８章 司法書士法第３条に定めるその他の業務に関する規律 

（審査請求手続） 

第６６条 司法書士は、審査請求手続を受任した場合には、審査請求の意義を依頼者に説明

し、依頼者の権利が実現されるように努めなければならない。 

（国籍に関する書類の作成） 

第６７条 司法書士は、国籍に関する書類の作成を受任した場合には、その要件等を依頼者

に説明及び助言をし、依頼者や関係者のプライバシー等の人権に配慮して、業務を行うよ

うに努めなければならない。 

（検察庁に提出する書類の作成） 



第６８条 司法書士は、検察庁に提出する書類の作成を受任した場合には、関係者の人権に

配慮して、正義の実現に努めなければならない。 

第９章 成年後見業務等に関する規律 

（基本姿勢） 

第６９条 司法書士は、成年後見業務等を行う場合には、本人の意思を尊重し、その心身の

状態並びに生活及び財産の状況（以下「心身の状態等」という。）に配慮する。 

（法定後見等に関する相談） 

第７０条 司法書士は、法定後見又は任意後見に関する相談に応じる場合には、本人のほか、

親族、福祉、医療及び地域の関係者等の支援者（以下「支援者」という。）から、その意

見、本人の心身の状態等を聴取するなどしたうえで、適切な助言をしなければならない。 

（後見等開始申立書類の作成） 

第７１条 司法書士は、後見等開始申立書類を作成する場合には、本人、申立人及び支援者

の意見を聴取するなどしたうえで、本人の権利を擁護し、心身の状態等に適した内容にな

るよう配慮しなければならない。 

（任意後見契約の締結等） 

第７２条 司法書士は、自己を受任者とする任意後見契約の締結を依頼された場合には、見

守り契約等の任意後見契約に関連する契約の必要性を検討したうえで、本人の権利を擁

護し、心身の状態等に適した契約になるように配慮しなければならない。  

２ 司法書士は、前項の任意後見契約及びこれに関連する契約を締結する場合には、本人の

心身の状態等に配慮し、本人が理解できるように適切な方法及び表現を用いて契約内容

を説明しなければならない。  

３ 司法書士は、第１項の任意後見契約を締結した場合において、精神上の障害により本人

の事理弁識能力が不十分になったときは、本人及び支援者の意見を聴取するなどしたう

えで、任意後見契約の効力を生じさせるなど、遅滞なく適切な措置をとらなければならな

い。 

（支援者との連携） 

第７３条 司法書士は、成年後見人等に就任した場合には、支援者と連携を図るように努め

なければならない。  

２ 前項の場合において、司法書士は、本人のプライバシーに配慮しなければならない。 

第１０章 財産管理業務に関する規律 

（基本姿勢） 

第７４条 司法書士は、他人の財産を管理する場合には、自己の財産又は管理する他者の財

産と判然区別することが可能な方法で各別に保管するなど、善良な管理者の注意をもっ

て行う。 

（委任による財産管理） 

第７５条 司法書士は、委任により他人の財産を管理する場合には、委任者が適切な手続を



選択することができるように説明しなければならない。  

２ 司法書士は、前項の場合には、委任者と利益相反する行為をしてはならない。  

３ 司法書士は、財産管理の状況について、定期的に委任者に報告しなければならない。委

任者から報告を求められたときも、同様とする。 

（法律の定めによる財産管理） 

第７６条 司法書士は、法律の定めにより他人の財産を管理する者に選任された場合には、

その目的を達するため誠実に財産管理を行わなければならない。 

（遺言執行） 

第７７条 司法書士は、遺言執行者に就任した場合には、遺言の内容を実現するため直ちに

遺言執行事務に着手し、善良な管理者の注意をもってその事務を遂行しなければならな

い。  

２ 司法書士は、遺言執行者に就任している場合において、遺言者の相続財産（遺言が相続

財産のうち特定の財産に関する場合には、その財産に限る。）に係る事件であって、相続

人又は受遺者の依頼により、他の相続人又は受遺者を相手方とする裁判業務を行っては

ならない。遺言執行者でなくなった後も、同様とする。 

（遺産承継業務） 

第７８条 司法書士は、遺産承継業務を受任する場合には、委任契約書を作成するなどして、

依頼者に対し、受任事務の内容及び範囲を明らかにしなければならない。 

２ 司法書士は、前項の場合においては、事案に応じて、依頼者に対し、業務の中断又は終

了に関する事由を明らかにしなければならない。 

（事件の終了） 

第７９条 司法書士は、他人の財産の管理を終了したときは、遅滞なく、その管理する財産

を委任者など受領権限がある者に引き渡さなければならない。 

第１１章 民事信託支援業務に関する規律 

（基本姿勢） 

第８０条 司法書士は、民事信託支援業務を受任したときは、信託目的の達成に向けて 、

委託者、受託者、受益者その他信託関係人の知識、経験、財産の状況等に配慮して業務を

行う。 

（適正な民事信託の支援） 

第８１条 司法書士は、民事信託の設定を支援するにあたっては、委託者の意思を尊重し、

かつ、信託法上の権利及び義務に関する正確な情報を提供するように努めなければなら

ない。 

２ 司法書士は、民事信託の設定後においては、受託者の義務が適正に履行され、かつ、受

益者の利益が図られるよう、必要に応じて、継続的な支援に努めなければならない。 

第１２章 共同事務所における規律 

（遵守のための措置） 



第８２条 複数の司法書士が事務所を共にする場合（以下「共同事務所」という。）におい

て、その共同事務所を監督する立場にある司法書士があるときは、当該司法書士は、共同

事務所に所属する全ての司法書士（以下「所属司法書士」という。）が、法令、会則等を

遵守するために必要な措置をとらなければならない。 

（秘密保持の義務） 

第８３条 所属司法書士は、正当な事由がある場合を除き、他の所属司法書士が業務上知り

得た秘密を保持しなければならず、又は利用してはならない。所属司法書士でなくなった

後も同様とする。 

（共同事務所における業務を行い得ない事件） 

第８４条 所属司法書士は、他の所属司法書士（所属司法書士であった者を含む。）が業務

を行い得ない事件については、業務を行ってはならない。ただし、業務の公正を保ち得る

事由があるときは、この限りでない。  

（所属司法書士であった者が裁判業務を行い得ない事件） 

第８５条 所属司法書士であった司法書士は、所属司法書士であった期間内に、他の所属司

法書士が取り扱った裁判業務に係る事件で、自らこれに関与していた事件については、そ

の事件の相手方の依頼を受けて裁判業務を行ってはならない。 

（受任後の措置） 

第８６条 所属司法書士は、事件を受任した後に第８４条本文に該当する事由があること

を知ったときは、依頼者に対し、速やかにその事情を告げ、事案に応じて適切な措置をと

らなければならない。 

（業務を行い得ない事件の受任防止） 

第８７条 所属司法書士は、共同事務所として、当事者情報の確認その他必要な措置をとる

などをして、業務を行い得ない事件の受任を防止するように努めなければならない。 

第１３章 司法書士法人における規律 

（遵守のための措置） 

第８８条 司法書士法人は、その社員等が法令、会則等を遵守するための必要な措置をとら

なければならない。 

（秘密保持の義務） 

第８９条 社員等は、正当な事由がある場合を除き、司法書士法人、他の社員等が業務上知

り得た秘密を保持しなければならず、又は利用してはならない。社員等でなくなった後も

同様とする。 

（司法書士法人が業務を行い得ない事件） 

第９０条 司法書士法人は、裁判業務に係る次の事件については、裁判業務を行ってはなら

ない。ただし、第４号に掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場

合はこの限りでない。 

(1) 相手方の依頼を受けて行った事件又は受任している事件 



(2) 相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件 

(3) 相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認め

られるもの 

(4) 受任している事件の相手方からの依頼による他の事件 

(5) 受任している事件の依頼者を相手方とする他の事件 

(6) その他受任している事件の依頼者と利益相反する事件 

（司法書士法人が社員等の関係で業務を行い得ない事件） 

第９１条 司法書士法人は、裁判業務に係る次の事件については裁判業務を行ってはなら

ない。 

(1) 社員等が相手方から受任している事件 

(2) 第２５条、第２６条若しくは第５８条第１項第１号から第６号まで又は第９２条第

２項第１号から第３号までに掲げる事件として社員の半数以上（簡裁訴訟代理等関係

業務に係る事件については特定社員の半数以上）の者が裁判業務を行ってはならない

こととされる事件 

（社員等が司法書士法人との関係で業務を行い得ない事件） 

第９２条 社員等は、裁判業務に係る次の事件については、裁判業務を行ってはならない。

ただし、第２号に掲げる事件については、司法書士法人が受任している事件の依頼者の同

意がある場合は、この限りでない。 

(1) 司法書士法人が相手方から受任している事件 

(2) 司法書士法人が受任している事件の相手方の依頼による他の事件 

２ 社員等は、かつて別の司法書士法人（以下「その司法書士法人」という。）の社員等で

あった場合は、裁判業務に係る次の事件（自ら関与したものに限る。）については、裁判

業務を行ってはならない。 

(1) その司法書士法人の社員等として業務に従事していた期間内に、その司法書士法人

が相手方の依頼を受けて行った事件 

(2) その司法書士法人の社員等として業務に従事していた期間内に、その司法書士法人

が相手方の協議を受けて賛助し、又は依頼を承諾した事件 

(3) その司法書士法人の社員等として業務に従事していた期間内に、その司法書士法人

が相手方の協議を受けた事件で、協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められ

るもの 

（社員等が他の社員等との関係で業務を行い得ない事件） 

第９３条 社員等は、他の社員等が業務を行い得ない事件については、業務を行ってはなら

ない。ただし、業務の公正を保ち得る事由があるときは、この限りでない。 

（受任後の措置） 

第９４条 司法書士法人は、事件を受任した後に、第９０条又は第９１条の規定に該当する

事由があることを知ったときは、依頼者に対し、速やかにその事情を告げ、事案に応じて



適切な措置をとらなければならない。 

２ 社員等は、事件を受任した後に、前２条の規定に該当する事由があることを知ったとき

は、依頼者に対し、速やかにその事情を告げ、事案に応じて適切な措置をとらなければな

らない。 

（業務を行い得ない事件の受任防止） 

第９５条 司法書士法人は、業務を行い得ない事件の受任を防止するために、当事者情報の

確認その他必要な措置をとるように努めなければならない。 

（準用） 

第９６条 第１章から第１１章まで（第４条、第５条、第６条、第１１条第１項、第２６条

第２項及び第５８条を除く。）、第１４章及び第１５章の規定は、司法書士法人について準

用する。 

第１４章 他の司法書士との関係における規律 

（名誉の尊重） 

第９７条 司法書士は、他の司法書士（司法書士法人を含む。以下、本章において同じ。）

との関係において、相互に名誉と信義を重んじる。 

（他の事件への介入） 

第９８条 司法書士は、他の司法書士が受任している事件に関して、不当に介入してはなら

ない。 

（相互協力） 

第９９条 司法書士は、他の司法書士と共同して業務を行う場合には、依頼者とそれぞれの

司法書士との間の委任関係を明確にして、依頼の趣旨の実現に向け、相互に協力しなけれ

ばならない。 

２ 司法書士は、事件処理のために復代理人を選任する場合には、依頼の趣旨の実現に向け、

復代理人と十分な意思疎通を図らなければならない。 

第１５章 司法書士会等との関係における規律 

（規律の遵守） 

第１００条 司法書士は、自治の精神に基づき、司法書士会等が定める規律を遵守する。 

（組織運営への協力） 

第１０１条 司法書士は、司法書士会等の組織運営に積極的に協力する。 

（事業への参加） 

第１０２条 司法書士は、司法書士会等が行う事業に積極的に参加する。また、司法書士会

等から委嘱された事項を誠実に遂行する。 

   附 則（令和４年６月 23 日・24日第 87 回定時総会承認） 

 この規範は、令和５年４月１日から施行する。 

 




